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新たな農業・農村政策が始まります！ 
～多面的機能（国土保全、水源かん養、景観形成等）の維持・発揮に向けて～ 

現在、我が国農業における担い手の農地利用は全農地の約５割を占めていますが、農

業従事者の高齢化、耕作放棄地の拡大などの課題が生じており、構造改革をさらに加速

化させていくことが必要です。 

このため、農林水産省においては、「農林水産業・地域の活力創造プラン」をとりまと

め、農業を足腰の強い産業としていくための政策（産業政策）と、農業・農村の有する多

面的機能の維持・発揮を図るための政策（地域政策）を車の両輪として推進し、関係者が

一体となって、課題の解決に向けて取り組むこととしました。 

具体的には、 

① 農地中間管理機構の創設 

産業政策としては、まず、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手

への農地利用の集積・集約化を加速させることが不可欠です。 

このため、今般、農地中間管理機構の制度化等を行ったところであり、各地において

十分に活用していただくよう、各般の対策を講じることとしています。 

② 経営所得安定対策の見直し 

従来の経営所得安定対策（旧・戸別所得補償）については、一律の支払いなど構造改

革にそぐわない面があったため、今回の改革では、米の直接支払交付金や米価変動補填

交付金について、工程を明らかにした上で廃止することとする一方、ナラシ、ゲタ対策

については一律の規模要件を外し、意欲ある農業者が参加できるようにすることとして

います。 

③ 水田フル活用と米政策の見直し 

米の直接支払交付金を見直すことにより、主食用米偏重ではなく、麦、大豆、飼料用

米など需要のある作物の生産を振興し、意欲ある農業者が、自らの経営判断で作物を選

択する状況を実現することとします。その結果、生産調整を含む米政策も、これまでと

大きく姿を変え、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、需要に応じた主食用米

生産が行われるよう、環境整備を進めることとしました。 

④ 日本型直接支払制度の創設 

農業・農村の持つ多面的機能の発揮に対しては、地域政策として日本型直接支払（多

面的機能支払）を創設し、集落コミュニティの共同管理等により、農地が農地として維

持され、将来にわたって多面的機能が十分に発揮されることを確保するとともに、規模

拡大に取り組む担い手の負担を軽減し、構造改革を後押しします。 
 

これらの４つの改革を進め、創意工夫に富んだ農業経営者が存分にチャレンジできる

環境を整備するとともに、地域一体となって農業 ・農村の多面的機能を維持・発揮し、

食料自給率の向上と食料安全保障を確立し、「強い農林水産業」を創り上げます。
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協議会だより 



平成 26 年 2 月 9 日現在の情報です。 

多面的機能支払交付金                未定稿 

（１）農地維持支払 

農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げや農道の砂利補充等の地域

資源の基礎的保全活動や農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化等、多

面的機能（国土保全、水源かん養、景観形成等）を支える共同活動を支援し

ます。 
 
（２）資源向上支払 

地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の軽微な補修や植栽による

景観形成等の農村環境の良好な保全といった地域資源の質的向上を図る共

同活動や施設の長寿命化のための活動を支援します。 
 

 

※平成 23 年度までに
農地・水に取組んでい
る農用地又は施設の
長寿命化の取組地区
は、75％単価を適用 ※平成23 年度までに農地・水に取組んでいる農用地又

は施設の長寿命化の取組地区は、75％単価を適用 



農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援し
ます。

26年度は予算措置として実施し、所要の法整備を行った上で、27年度から
法律に基づき実施します。

農地維持支払

資源向上支払

多面的機能を支える共同活動を支援します。
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、

農地集積を後押し

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を
図る共同活動を支援します。

支援対象

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂
利補充等の基礎的保全活動

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、
保全管理構想の作成 等

支援対象

・水路、農道、ため池の軽微な補修

・植栽による景観形成、ビオトープづくり

・施設の長寿命化のための活動 等

中山間地域等直接支払

中山間地域等の条件不利地域（傾斜地等）と平地
とのコスト差（生産費）を支援します。

環境保全型農業直接支援

環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追
加的コストを支援します。

制度の全体像

※現行の農地・水保全管理支払を組替え・名称変更します

農地法面の草刈り

水路の泥上げ

水路のひび割れ補修

植栽活動

中山間地域
（山口県長門市）

カバークロップ（緑肥）
の作付

※５年後に支払の効果や取組の定着状況等を検証し、施策に反映します。

Ⅷ 日本型直接支払制度の概要

多面的機能支払



交付単価

2

多面的機能支払（農地維持支払・資源向上支払）の概要

○農地維持支払は、

①農業者のみの活動組織でもＯＫ（非農業者の参加を要件としない）

②農業生産を営むために不可欠な基礎的な保全活動を支援

とするなど、農業者が取り組みやすい制度です。

制度のポイント

①農地維持
支払

②資源向上
支払※１、２

（共同活動）

①と②に取
り組む場合

田 3,000 2,400 5,400

畑※５ 2,000 1,440 3,440

草地 250 240 490

都府県

① ②※１、２ ①＋②

田 2,300 1,920 4,220

畑※５ 1,000 480 1,480

草地 130 120 250

北海道

（単位：円/10a）

※１：平成23年度までに農地・水取組んでいる農用地については、従来の農地・水保全管理支払と
同様75％単価が適用される。

※２：基本的に②の資源向上支払（共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要。

※３：水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新。

※４：更に③の資源向上支払（長寿命化）に取り組む場合、単価は都府県・田の場合4,400円/10a 
が上乗せされる。①、②及び③を一緒に取り組む場合は、②の単価は、従来の農地・水保全管
理支払と同様75％になり、都府県・田の場合、合計で9,200円/10a となる。

※５：畑には樹園地を含む。

農業者だけでも支援対象
になるんだ。畑や草地でも
取り組み易くなるなあ。

③資源向上
支払

(長寿命化※３）

①、②及び
③に取り組
む場合※４

4,400 9,200

2,000 5,080

400 830

③※３ ①＋②＋③※４

3,400 7,140

600 1,960

400 620

国と地方公共団体の合計額



交付対象者（活動組織）

農地維持支払 資源向上支払

○地域住民を含む活動組織

○農地・水保全管理支払と同様の組織
（農地・水・環境保全組織を含む）
で取組が可能

農業者

生産
法人

地域
住民

農業者

地域住民
参加型

自治会

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

地域
住民

農業者

自治会

ＰＴＡ消防団

都市
住民

ＮＰＯ
都市・農村
交流型

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

地域
住民

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

農業者

地域住民
参加型

活動の手順

①活動組織の設立

②活動計画書の策定

③協定の締結

⑤活動の実施

⑥活動の記録・報告

④ 申請書類の提出

○従来の農地・水の活動組織でも、農地維持支払及
び資源向上支払に取り組むことができます。

○活動組織は、農地維持支払及び資源向上支払で取
り組む内容を話し合い、活動計画書を策定し、市
町村と協定を結びます。

○活動計画及び協定の期間は、5年間です。

農業者

農業者

※H26年度の提出期限
は、12月末頃を予定

※農地・水保全管理支払との違い

活動計画書に次の点を新たに盛り込んで頂きます。

①農地維持支払

・構造変化に対応した保全管理の目標
・構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全

管理構想の作成に向けた活動

②資源向上支払

・多面的機能の増進を図る活動

○農業者のみで構成される活動組織
又は

農業者及びその他の者（地域住民、
団体など）で構成される活動組織

○資源向上支払と同組織でも取組が
可能

今までの活動組織のままでも
農地維持支払と資源向上支払
の支援対象になるんだ。



農地維持支払

①地域資源の基礎的保全活動

・点検・計画策定、実践活動は、協定に位置づけた農用地、施設について毎年度
実施（一部、点検結果に基づき実施の必要性を判断）

［主な活動例］

水路の泥上げ農地法面の草刈り

②地域資源の適切な保全管理のための推進活動

・構造変化に対応した体制の拡充・強化
・保全管理構想の作成 等

農道の砂利補充ため池の草刈り

実践活動点検・計画策定

研修

組織運営に関する研修

施設点検 年度活動計画
の策定

対象活動

これからの農地、水路、農道などの保全

管理について、みんなで考えて体制を

強化していこう！

○次の①及び②の双方に取り組む場合が支援対象です。

交付単価例 ： 3,000円/10a（都府県・田）



資源向上支払

（１）地域資源の質的向上を図る共同活動

・施設の軽微な補修は、協定に位置付けた全ての施設等について必要な取組を毎年
度実施（機能診断結果に基づき実施の必要性を判断）

・農村環境保全活動は、取り組むテーマを１以上定めた上で、そのテーマの計画策
定、啓発・普及及び実践活動をそれぞれ実施

・多面的機能の増進を図る活動は、防災・減災力の強化や農村環境保全活動の幅広
い展開（高度な保全活動又は２テーマ以上の農村環境保全活動を実施）等を実施

［主な活動例］

水路のひび割れ補修 植栽活動

機能診断

実践活動

施設の機能診断

啓発・普及

実践活動

生き物調査による啓発

①施設の軽微な補修 ②農村環境保全活動

水田魚道の設置

田んぼダム（田んぼに降った雨を、
排水口を絞り、ゆっくり排水。一時
的に水を貯め、洪水被害を軽減）

パイプの
直径15cm

出口を絞る
５cm

田んぼ

田んぼダムのイメージ

防災・減災力の強化

農村環境保全活動の
幅広い展開

③多面的機能の増進を図る活動

交付単価例 ： 2,400円/10a（都府県・田）

（ 農地維持支払と合わせた場合 ５,400円/10a（都府県・田））

交付単価例 ： ４,400円/10a（都府県・田）

（農地維持支払および資源向上支払すべて合わせた場合 ９,２00円/10a（都府県・田））

（２）施設の長寿命化のための活動

老朽化した水路壁のコーティング 未舗装の農道をアスファルトで舗装

・農地周りの農業用用排水

路、農道などの施設の

長寿命化のための補修・

更新等の活動を実施

［主な活動例］

（注）上記③の活動に直ちに取り組めない地区については、交付単価の5/6を乗じた交付金を受けて①及
び②の活動に取り組むことも可能



Ⅰ．地区の概要

Ⅱ．構造変化に対応した保全管理の目標

Ⅲ．活動の計画

１．農地維持支払
○農用地や水路、農道における実践活
動及び体制の拡充・強化等の推進活
動の活動内容を記載

２．資源向上支払
○施設の軽微な補修や農村環境保全活
動等の活動内容を記載

◎「ひな型」を使えば、組織名などを記
入するほか、基本的に該当する活動項
目や取組内容をチェックすることで作
成できます。

対象農用地

交付ルート

国 地域協議会 活動組織国費分 国費＋地方分

都道府県、市町村、
農業者団体等

活動計画書のイメージ 協定のイメージ

都道府県、市町村 地方分

農地維持支払、資源向上支払に関して、
○○活動組織と○○町は、下記のとおり
協定を締結する。

・目的

・協定期間

・協定の対象となる農用地及び施設※

・実施計画※

・市町村等の役割

・工事の施行に関する条件 等

※は、別紙「活動計画書」を添付するこ
とで可

◎「ひな型」を使えば、代表者名の記名
押印など一部記入することで作成でき
ます。

交付金は、活動組織
に対して支払います

○農振農用地区域内の農用地

○農地維持支払については、地方公共団体が多面的機能の維持の観点から必要
と認める農用地も対象

○平成26年度は、農地維持支払・資源向上支払（共同活動、長寿命化）とも
に、国から地域協議会へ交付します（交付ルートを一本化）。



規模拡大しようとすると、
水管理や農道補修が
大変になるなぁ・・・

水路のひび割れ

鳥獣被害

雑草の繁茂、路肩の崩壊

農道

農地は担い手に預けて、隠居するか、

息子の元へ引っ越そうか・・・

規模拡大しても水路、農道は
みんなが守ってくれるので
ありがたいなぁ。預かった
農地でしっかり稼ぐぞ！

みんなで６次産業化
に取り組むぞ！

農地は担い手に預けたけど、

水路や農道はみんなで守ろう！

対策後

主食用米の作付や生産調整の達成とリンクしない新たな
支払(デカップリング)は、経営判断をゆがめることがなく､
選択の幅を拡げる

農業の多面的機能は、これまで
集落の人々が無償で水路、農道
を守ることにより維持

都市では、道路や水路の管理
費用は自治体が負担

○多面的機能を維持・発揮
○担い手を支える集落共同
活動や担い手以外の人達を
含めて６次産業化、都市と
の交流で地域が活性化

多面的機能とは、水路、農道
等を含め、農地を農地として
維持することにより発揮され
る、国土の保全、水源かん養、
景観形成等の機能

水路の共同管理

農産物の加工・販売

道普請

多面的機能支払で構造改革を後押し

対策前

多 面 的 機 能 支 払 の 導 入

高齢化、人口減少に
より集落活動が低迷

このまま高齢化等が進めば…
・水路や農道等の保全・補修に係る担い手の負担が増大
・農地を預けた人の中には地域を離れる人も

水路や農道等を保全・補修する地域の共同活動を支援
・担い手の負担が減り、安心して規模拡大に取り組める
・担い手への農地集積という構造改革を後押し



Ａ
農地維持支払の交付金は、農地、水路、農道等を共同で保全管理するコストに対して活動組織

に支払うものであり、活動計画書に記載された活動であれば、交付金の用途は極力地域の自主性
に委ねる方向で考えています。したがって、共同活動に必要な資材の購入等の用途に充てるほか、
個人が出役した場合に日当に支払うといったことが考えられます。

Ｑ４ 交付金は、何に使っても良いのですか。また、個人に支払っても良いのですか？

Ａ
１ 事務手続きについては、できる限り簡素化に努めていきたいと考えています。

２ また、現行の農地・水保全管理支払に取り組む活動組織が極力スムーズに新制度に移行できる
よう、併せて事務手続きの簡素化について検討を進めていきます。

Ｑ３ 事務量はこれまでより軽減されますか？

Ａ
１ 同一地区で取り組むことは可能です。中山間地域等直接支払の対象地区においては、集落協定の

実施のための組織が既にありますので、これを活用して農地維持支払に積極的に取り組んで頂きた
いと考えています。

２ なお、農地維持支払は、農業者が共同で行う、水路の草刈り・泥上げ、農道の草刈り等の基礎的
な保全活動を対象とするものであり、中山間地域等直接支払の必須事項である活動と重複します。

３ このため、中山間地域等直接支払の交付金を共同活動に充てる場合は、農地維持支払の交付金を
充てた活動の不足分へ充当するほか、別の活動（農作業用機械の共同購入等）へ充当して頂きたい
と考えています。

Ｑ２ 農地維持支払、資源向上支払と中山間地域等直接支払を同一地区で取り組むことはできますか？

Ａ
１ 現行の農地・水保全管理支払の活動組織であれば、新たな農地維持支払と資源向上支払に取り

組むことが可能であり、支援対象が拡大され支援水準も増額となっていますので、農地維持支払
及び資源向上支払の両方に取り組んで頂きたいと考えています。

２ 現行の農地・水保全管理支払については、組替え・名称変更して資源向上支払として維持する
ことになりますが、一定の経過期間を設けることを検討中です。

Ｑ１ 現行の農地・水保全管理支払を継続することはできますか？

【多面的機能支払交付金】
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現行の農地・水支払の共同活動支援においては、対象組織が採択された年度の4月1日以降に実施した
共同活動について支援の対象としていることを踏まえ、同様の取扱になるだろうと考えられます。ついて
は、交付決定前の活動についても、記録（活動記録、参加者名簿、写真等）を必ず残しておいてください。


